
▼�

「
申
告
に
必
要
な
も
の
」
の
他
に
、
伝
票
（
出
荷
伝
票
）

や
領
収
書
ま
た
は
農
産
物
の
数
量
な
ど
を
集
計
し
た
「
収

支
内
訳
書
の
下
書
き
書
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
収
支
内
訳
書
を
作
成
す
る
た
め
の
収
支
計
算
に
は
、
次
の

こ
と
が
必
要
で
す
。

・�

販
売
し
た
農
産
物
な
ど
の
出
荷
伝
票
、
請
求
書
、
領
収
書

な
ど
の
記
録
お
よ
び
保
存

・�

家
事
消
費
（
自
宅
用
や
親
族
ま
た
は
知
人
へ
の
贈
答
用
）

し
た
農
産
物
の
数
量
の
記
録�

・�

事
業
消
費
（
育
苗
用
や
農
地
の
借
地
料
の
対
価
と
し
て
支

払
っ
た
米
な
ど
）
し
た
農
産
物
の
数
量
の
記
録

・�

年
末
に
在
庫
（
未
販
売
お
よ
び
未
消
費
）
と
な
っ
た
農
産

物
、
肥
料
、
農
薬
、
諸
材
料
な
ど
の
記
録

・
経
費
の
領
収
書
や
請
求
書
な
ど
の
保
存
お
よ
び
記
録

　
農
業
所
得
に
関
係
す
る
伝
票
（
出
荷
伝
票
）
や
領
収
書
を

保
存
し
て
、
帳
簿
な
ど
に
記
帳
し
、
集
計
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
お
早
め
に
「
収
支
内
訳
書
」
の
作
成
の
準
備
を
進
め

令
和
令
和
66
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の

　
「
還
付
申
告
」
は
２
月

　
「
還
付
申
告
」
は
２
月
1010
日
㈪
か
ら
ご
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

日
㈪
か
ら
ご
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

▼
受
付
時
間　
午
前
９
時
～
11
時
／
午
後
１
時
～
３
時

▼
受
付
場
所　
役
場
１
階
多
目
的
ホ
ー
ル

▼
期
日　
２
月
10
日
㈪
～
14
日
㈮
（
11
日
㈫
は
除
く
）

▼
休
日
申
告　
3
月
2
日
㈰
午
前
９
時
～
11
時

▼
申
告
内
容

・�

所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得
の
方
や
、
年
金

所
得
の
方
で
申
告
を
さ
れ
る
方

・�

農
業
所
得
の
『
収
支
内
訳
書
』
を
作
成
し
て
毎
年
役
場
で

申
告
さ
れ
て
い
る
方

▼
申
告
に
必
要
な
も
の

①�

申
告
書
（
税
務
署
、
町
か
ら
送
付
を
受
け
た
方
）
ま
た
は

お
知
ら
せ
は
が
き

②
給
与
所
得
や
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

③�

申
告
者
名
義
の
預
貯
金
口
座
番
号
が
分
か
る
も
の

④�

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
支
払
額
が
分
か
る
書

類
、
国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
証
明
書

⑤
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
な
ど

⑥�

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

⑦�

医
療
費
控
除
の
明
細
書
、
医
療
費
通
知
ま
た
は
医
療
費
の

領
収
書
（
原
本
）、
お
よ
び
保
険
金
や
高
額
療
養
費
な
ど

で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
が
分
か
る
書
類

※�

受
付
時
間
短
縮
の
た
め
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
事
前
に

作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

⑧�

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申
請
書
と
借
入
金
の
年
末
残
高

証
明
書

⑨�

収
支
内
訳
書
（
事
業
所
得
〈
営
業
な
ど
、
農
業
〉
や
不
動

産
所
得
が
あ
る
方
）

所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得
者
や

所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得
者
や

年
金
所
得
者
で
申
告
を
さ
れ
る
方
へ

年
金
所
得
者
で
申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　
次
の
場
合
は
、
確
定
申
告
の
相
談
を
受
け
付
け
し
ま
す
。

①�

給
与
所
得
の
み
で
、
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
て

申
告
が
必
要
な
方

②�

給
与
所
得
の
み
で
、
収
入
金
額
が
１
０
３
万
円
以
下
で
還

付
を
受
け
る
方

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方

④�

年
金
所
得
の
み
の
方
や
、
給
与
所
得
と
年
金
所
得
の
双
方

と
も
あ
る
方
で
、
所
得
控
除
（
社
会
保
険
料
、
小
規
模
企

業
共
済
等
掛
金
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
寡
婦
、

ひ
と
り
親
、
障
害
者
、
配
偶
者
、
扶
養
、
医
療
費
、
寄
附

金
な
ど
の
控
除
）
の
申
告
を
さ
れ
る
場
合

⑤
年
金
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る
方

▼
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　
本
人
や
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
の
た
め

に
、
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
12
月
31
日
ま
で
に

実
際
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ
る
と
き
は
、
申
告
す
る
こ
と

に
よ
り
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

農
業
所
得
の
『
収
支
内
訳
書
』
を
作
成
し
、

農
業
所
得
の
『
収
支
内
訳
書
』
を
作
成
し
、

申
告
さ
れ
る
方
へ

申
告
さ
れ
る
方
へ

　
令
和
６
年
分
の
確
定
申
告
期
間
は
、
２
月
17
日
㈪
～
３
月

17
日
㈪
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
次
の
内
容
で
申
告
さ
れ
る

方
を
対
象
に
、
２
月
10
日
㈪
か
ら
申
告
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。
な
お
『
青
色
申
告
』
や
『
申
告
分
離
課
税
、
損
失
の
繰

越
し
、
雑
損
控
除
、
贈
与
税
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の

初
年
度
の
方
』
は
、
役
場
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
農
業
所
得
の
申
告
は
、収
支
計
算
に
よ
る
「
収
支
内
訳
書
」

の
添
付
が
必
要
な
た
め
、
一
般
の
方
よ
り
相
談
時
間
が
長
く

な
り
ま
す
。
農
業
所
得
に
関
係
す
る
伝
票
（
出
荷
伝
票
）
や

領
収
書
を
保
存
し
て
、
帳
簿
な
ど
に
記
帳
し
、
集
計
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
収
入
や
必
要
経
費
の
計
上
方

法
お
よ
び
減
価
償
却
費
の
計
算
な
ど
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
方

は
、
申
告
期
間
中
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
相
談
期

間
に
必
要
書
類
を
持
参
し
て
相
談
く
だ
さ
い
。

⑩�

本
人
確
認
書
類
【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
】

※�

代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理
人
の
身
元
確
認
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
）、
申
告
者
の
番
号
確
認
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド
）

※�

利
根
町
以
外
に
居
住
し
て
い
る
方
を
、
扶
養
親
族
と
し
て

申
告
す
る
場
合
は
、
そ
の
方
の
「
住
所
・
氏
名
・
生
年
月

日
・
個
人
番
号
」
が
必
要
で
す
。

※�

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
障
害
者
控
除
対
象
者
の
認

定
基
準
に
該
当
す
る
方
は
福
祉
課
で
『
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
』
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
申
告
に
持
参
い
た

だ
け
な
い
場
合
は
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▶医療費控除額の計算方法

その年中に支払った医療費

保険金などで
補てんされる金額

10万円または所得金額の５％
（いずれか少ない方の金額）

医療費控除額
（最高２００万円）

―

―

＝

所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
会
場

所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
会
場

　
申
告
書
の
作
成
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
読

み
取
り
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
と
連
携
す
る
こ
と
で
、

給
与
・
年
金
等
の
収
入
の
ほ
か
、
医
療
費
控
除
や
ふ
る
さ
と

納
税
等
の
寄
附
金
控
除
の
申
告
に
必
要
な
情
報
を
取
得
し
、

竜
ケ
崎
税
務
署
か
ら
の
重
要
な
お
知
ら
せ

竜
ケ
崎
税
務
署
か
ら
の
重
要
な
お
知
ら
せ

・�

確
定
申
告
な
ど
に
関
す
る
こ
と

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
特
集
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・�

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
の
操
作
な
ど
に
関
す
る
こ
と

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　

�

☎
０
５
７
０
‐
０
１
‐
５
９
０
１
／
月
曜
～
金
曜

　
（
祝
日
お
よ
び
12
月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
き
ま
す
）

確定申告はこちら

マイナポータル連携

国税庁 LINE
公式アカウント

ま
し
ょ
う
。

▼�

そ
の
他
、
収
支
計
算
に
は
、
次
の
こ
と
も
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

・�

昨
年
申
告
し
た
「
申
告
書
の
写
し
」
と
「
収
支
内
訳
書
の

写
し
」

・�

減
価
償
却
資
産
（
農
機
具
や
倉
庫
）
の
「
取
得
年
月
日
・

取
得
価
額
」、「
耐
用
年
数
」
お
よ
び
「
償
却
率
」

▼
会
場　
竜
ケ
崎
税
務
署　

▼
税
務
署
へ
の
来
署
を
ご
検
討
の
方
へ

　
１
月
６
日
㈪
か
ら
２
月
14
日
㈮
ま
で
は
、
税
務
署
内
に
確

定
申
告
会
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
期
間
に
所
得
税
・
個
人

消
費
税・贈
与
税
で
の
申
告
相
談
に
お
越
し
い
た
だ
い
て
も
、

当
日
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
（
確
定
申

告
期
間
で
は
な
い
た
め
、
事
前
に
予
約
の
あ
る
方
の
み
の
対

応
と
な
り
ま
す
。）

　
申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
２
月
17
日
㈪
か
ら
３
月

17
日
㈪
ま
で
の
確
定
申
告
期
間
中
に
L
I
N
E
に
よ
る
入

場
整
理
券
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
発
行
を
受
け
た
上
で
確
定
申

告
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
書
面
に
よ
る
申
告
書
等
を
ご
提
出
さ
れ
る
方
へ

　
令
和
７
年
１
月
以
降
、
確
定
申
告
書
な
ど
の
控
え
に
収
受

日
付
印
の
押
な
つ
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。
申
告
書

な
ど
の
提
出
年
月
日
は
、必
要
に
応
じ
て
、ご
自
身
で
記
録・

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
と
、
申
告
書
な
ど
デ
ー
タ
の
送

信
後
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
送
信
日
や
申
告
内
容

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

�

ま
た
、
確
定
申
告
会
場
で
は
、
ご
自
宅
で
作
成
さ
れ
た
申

告
書
の
検
算
（
金
額
の
確
認
な
ど
）
や
書
面
に
よ
る
申
告

書
の
作
成
は
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ま
た
は

郵
送
な
ど
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ 

・�

竜
ケ
崎
税
務
署　

　
☎
０
２
９
７
‐
66
‐
１
３
０
３
（
自
動
音
声
案
内
）

・�

税
務
課　
町
民
税
係　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
３
）

○�

確
定
申
告
会
場
の
入
場
に
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ

れ
る
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。

①�

国
税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
事
前
発
行

②�

各
会
場
で
当
日
配
付
（
配
付
状
況
に
よ
り
、
相
談
受
付
を

終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
入

場
整
理
券
の
事
前
発
行
を
お
勧
め
し
ま
す
。）

※�

上
記
期
間
前
は
税
務
署
内
に
確
定
申
告
会
場
は
あ
り
ま
せ

ん
。
２
月
14
日
㈮
以
前
に
所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与
税

の
申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
に
相
談
日
時
な

ど
を
電
話
予
約
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
予

約
な
く
お
越
し
い
た
だ
い
て
も
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

※�

確
定
申
告
会
場
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
に
よ
る

ス
マ
ホ
申
告
を
基
本
と
し
た
相
談
体
制
と
し
て
お
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
併
せ
て
パ
ス
ワ
ー
ド
（
①
署
名

用
電
子
証
明
書
用�

英
数
字
６
～
16
文
字
、
②
利
用
者
証
明

用
電
子
証
明
書
用�

数
字
４
桁
）
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
お

越
し
く
だ
さ
い
。

暮らしの情報欄

受付日 受付人数 受付日 受付人数
2月 9 日 134 2月 28日 73
2月 10日 134 3月 1 日 89
2月 14日 111 3月 4 日 71
2月 15日 58 3月 5 日 84
2月 16日 96 3月 6 日 93
2月 17日 113 3月 7 日 76
2月 18日 86 3月 8 日 79
2月 20日 121 3月 11日 87
2月 21日 94 3月 12日 91
2月 22日 68 3月 13日 55
2月 24日 100 3月 14日 55
2月 25日 89 3月 15日 57
2月 27日 89

※��

申
告
初
日
は
左
表
の
通
り
、
大
変
混
雑
し
て
お
り
ま
す
。

　

�

令
和
６
年
分
申
告
に
お
い
て
も
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
左
表
を
混
雑
状
況
の
参
考
に
申
告
会
場
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

令和５年分申告の受け付け状況

一
括
入
力
さ
れ
る
の
で
、
時
間
が
か
か
ら
ず
簡
単
に
作
成
で

き
ま
す
。
ま
た
、
医
療
費
の
領
収
書
や
ふ
る
さ
と
納
税
の
受

領
証
明
書
な
ど
の
収
集
・
保
管
・
入
力
が
不
要
と
な
り
大
変

便
利
で
す
！
ぜ
ひ
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
使
っ
た
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す
る
た
め
に
は
、
初
回
の
み
事

前
準
備
が
必
要
で
す
。お
早
め
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

給
与
情
報
と
連
携
す
る
に
は
、
源
泉
徴
収
票
が
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
で
提
出
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
期
間　
２
月
17
日
㈪
～
３
月
17
日
㈪
（
土
・
日
曜
日
、
祝

　
　
　
　
日
を
除
く
）た
だ
し
、３
月
２
日
㈰
は
開
設
し
ま
す
。

▼
相
談
時
間
　
午
前
９
時
～

　
（
受
け
付
け
）　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

利
根
町
の
申
告
受
け
付
け
状
況

8令和 7年 1月（No.730）9 令和 7年 1月（No.730）


